
　

皆
さ
ん
は
普
段
ど
の
よ
う
な
交

通
手
段
を
利
用
し
ま
す
か
。
Ｊ
Ｒ

や
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
と
い
っ
た
公

共
交
通
よ
り
も
「
自
家
用
車
」
に

よ
る
移
動
を
さ
れ
て
い
る
方
が
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

公
共
交
通
は
、
運
転
手
不
足

や
運
転
手
の
高
齢
化
、
経
営
悪
化

に
よ
り
路
線
の
維
持
が
困
難
な
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
市
に
お

い
て
は
地
域
に
と
っ
て
欠
か
せ
な

い
公
共
交
通
を
守
る
た
め
、
公
的

負
担
を
し
て
い
ま
す
が
、
利
用
客

の
減
少
等
に
よ
り
負
担
額
の
増
加

が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
と
き
に

「
自
家
用
車
が
あ
る
か
ら
公
共
交

通
が
な
く
て
も
大
丈
夫
」
と
思
っ

て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

現
在
、
自
家
用
車
を
使
っ
て
い

る
人
も
、
い
ず
れ
自
分
自
身
や
周

囲
の
人
が
運
転
免
許
証
を
返
納
す

る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
子
ど
も
が

通
学
で
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た

り
し
た
と
き
、
身
近
な
移
動
手
段

が
な
い
と
考
え
る
と
、
公
共
交
通

の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の
人
に

と
っ
て
「
自
分
ご
と
」
に
な
り
ま
す
。

公
共
交
通
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
、

他
人
事
で
は
な
く
自
分
ご
と
と
し

て
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　　

阿南市地域公共交通計画
基本方針 1（目標） 

多様な担い手による地域公共交通ネットワークの維持

基本方針 2（目標） 

誰もが参画・協働し「乗って残す」地域公共交通

基本方針 3（目標） 

まちづくりと連携し快適に暮らせる持続可能な地域公共交通

ＪＲ、バスなど既存の地域公共交通を軸として、特に市周辺部において、市民を始めとする多様な担い手による新
たな交通モード導入も視野に入れ、移動手段を確保していきます。また、需要に応じた路線の見直しやわかりやす
い情報提供などを通じて、利便性の高い地域公共交通ネットワークを維持していきます。 

市民一人ひとりが自ら地域公共交通を利用することで残していくという意識を醸成することで、地域公共交通の利用
促進を図り、維持確保を図ります。 

ＪＲ、バスなどの既存の地域公共交通インフラだけでなく、市民を始めとする多様な担い手による移動手段との連
携により、市内における拠点間を結ぶ軸としての地域公共交通を確保し、拠点連結型によるまちづくりを行い、す
べての市民や来訪者に対して持続可能な地域旅客運送サービスの提供をめざします。 

①　地域公共交通の役割設定 
②　循環バス（ナカちゃん号）路線の効率化（運行形態の効率化） 
③　新野線の新たな交通モードを含めた見直し（路線、運行形態の最適化） 
④　需要に応じた路線・ダイヤの見直し 
⑤　乗合タクシーの導入検討 　 
⑥　住民主体による地域内交通の担い手の育成 　
⑦　交通結節点の機能向上 
⑧　わかりやすい路線情報の提供 
⑨　乗継割引、運賃制度の検討 
⑩　事業者間連携 

⑪　公共交通の利用促進  
⑫　地域公共交通見直しに向けた地域座談会の実施 
⑬　施設やイベントとの連携 

⑭　地域公共交通の持続可能な運営 
⑮　将来のまちづくりと連動した戦略的な路線の検討

問い合わせ　まちづくり推進課　☎２２‐１５９６

人
口
減
少
問
題
を
乗
り
越
え
豊
か
で
キ
ラ
リ
と
輝
く
ま
ち

地
域
公
共
交
通
が
め
ざ
す
将
来
像

〈実施期間〉全体計画は、令和４（2022）年度から令和13（2031）年度までの10年間とします。 計画開始５年
　　　　　  後の令和８年度に見直しを行います。 

〈実施スケジュール〉短期：1〜3年　中期：4〜7年　長期：8〜10年　継続：計画期間内にわたって継続して実施。
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3   広報 あなん  2022.07　 広報 あなん  2022.07  2

　

本
市
で
は
、「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
、
令
和
３
年
４
月
阿
南
市
地
域
公
共
交

通
活
性
化
協
議
会
を
設
置
し
、
新
た
な
公
共
交
通
の
あ
り
方

に
関
し
て
協
議
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
。

　

地
域
公
共
交
通
に
関
す
る
課
題
を
整
理
し
「
阿
南
市
地
域

公
共
交
通
計
画
」
を
本
年
５
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

　
阿
南
市
地
域
公
共
交
通
計
画
を
策
定

公
共
交
通
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

※「阿南市地域公共交通計画」は
　市ホームページからダウンロードできます。

ご近所ドライブパートナー事業（加茂谷地区）伊島〜答島連絡船「みしま」

循環バス（ナカちゃん号）

JR四国

今後は、市民の皆さまの積極的な参画をはじめとする多様な担い手を創出し、交通事業者、今後は、市民の皆さまの積極的な参画をはじめとする多様な担い手を創出し、交通事業者、
行政がより綿密な連携の下、持続可能な地域公共交通の実現に向け、計画に位置付けた重点行政がより綿密な連携の下、持続可能な地域公共交通の実現に向け、計画に位置付けた重点
施策の着実かつスピード感を持った実践に積極的に取り組んで参ります。施策の着実かつスピード感を持った実践に積極的に取り組んで参ります。


